幹事新規申請者受け付けに関するお知らせ
日本小児心電学会　
会員　各位
幹事新規申請者の受け付けに関してお知らせ致します。
新幹事就任申請は、会則に規定されており、幹事会の２か月前までに関係書類を代表幹事に提出することとなっております。
本学会の幹事会は年2回開催され、通常は6月から7月の日本小児循環器学会学術集会、11月から12月の日本小児心電学会学術集会の前後にweb開催もしくは現地開催で催されます。
幹事会の開催日時は毎年不定のため、4月末、もしくは9月末を目安に下記必要書類を事務局に提出して下さい。
今後とも本学会の活動にお力添えいただけますよう宜しくお願い申し上げます。　
※必要書類
・略歴

・業績目録
・推薦状(本会幹事2名)
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日本小児心電学会事務局
提出先メールアドレス：jspec-post@as.bunken.co.jp
【※参考】本件に関する会則の抜粋
本申請および選出については、以下の会則に基づき実施いたします。
日本小児心電学会 会則　第5章　役員
第 14 条  本会の幹事は、本会の正会員で次の資格を具えるものでなければならない。

（１） 小児心電学に造詣が深いこと

（２） 本会において活発な活動を行っていること

（３） 引き続き 7 年以上本会の正会員であること

（４） 医師会員は日本小児循環器学会会員であること

（５） 新たに幹事に選任される際には小児心電学に関連する業績を有すること。具体的 に

は、小児心電学に関する論文（査読のある学術雑誌に筆頭著者で掲載されている
こと）が １ 編以上あること、および最近  5 年間に 2 回以上、本学会学術集会にお

いて筆頭演者として演題発表していること。

第 15 条 本会の幹事の推薦には本会幹事 2 名以上の推薦状を要する。ただし、同一推薦者が同時に推薦できる幹事は 1 名とする。略歴と上記の業績目録、推薦状を 4 月末、 9 月末までに代表幹事に提出する。
